仕様書

こども若者はぐくみ室　桃陽病院
　（担当：黒川　電話：641－8275）

１　委託業務名
　　京都市桃陽病院における建築基準法第１２条第２項に基づく定期点検業務委託

２　委託期間
　　契約の日の翌日から令和８年３月３１日まで

３　委託する業務　
本件は、以下の業務を行うものである。
1 　建築基準法（以下「法」という。）第１２条第２項の規定に基づき、「建築物の敷地及び構造」を点検し、その結果を報告する。
2 　⑴の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘があるかを確認し、ない場合はその旨を、ある場合は、想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。

４　点検の対象物
　　点検の対象施設は、桃陽病院本館（鉄筋コンクリート造、４階建、４，７５１㎡）及び看護寮（鉄筋コンクリート造、２階建、４８９㎡）

５　点検の対象項目
法第１２条第２項に基づき、建築及び防火設備を点検する。なお、当院は特定天井を有する施設ではない。

６　点検の基準
　　点検の基準は以下のとおりである。
　⑴　法令　
　　ア　法第１２条第２項
　　イ　法施行規則第５条の２
　　ウ　平成２０年３月１０日国土交通省告示第２８２号
[bookmark: _Hlk63237034]　⑵　点検基準
[bookmark: _Hlk217549296]ア　「特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用）」（発行：一般財団法人　日本建築防災協会）
イ　「特定建築物定期調査業務基準（２０２１年改訂版）」（発行：一般財団法人　日本建築防災協会）
ウ　「タイル外壁及びモルタル塗り外壁　定期的診断マニュアル（改訂第３版）」（発行：公益社団法人　ロングライフビル推進協会（ＢＥＬＣＡ））
エ　「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン　令和３年版」（発行：一般財団法人　建築保全センター）
[bookmark: _Hlk63238747]オ　「屋外広告物の安全点検に関する指針（案）」（国土交通省都市局公園緑地・景観課）
[bookmark: _Hlk217549369]カ　「特定建築物定期調査業務基準（２０２５年改訂版）」（発行：一般財団法人　日本建築防災協会）
　⑶　参考資料
　　ア　「屋外広告物点検基準（案）」（一般社団法人　日本屋外広告業団体連合会・公益社団法人　日本サイン協会・一般社団法人　サインの森）
　　イ　「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」（京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課）

７　点検の資格
　　法第１２条第２項に基づく点検を行う者は、次のいずれかの資格を有していること。
　　ア　一級建築士
　　イ　二級建築士
　　ウ　建築物調査員
　　※　契約締結後、速やかに上記に示す資格者証を提示すること。

８　成果品
　　成果品として、以下の書類を対象施設（棟単位）ごとに、紙２部を提出すること。
⑴　定期点検記録（点検様式１－１）
⑵　点検記録表（点検様式１－２）
⑶　点検結果図（点検様式１－３）
⑷　関係写真（点検様式１－４）
⑸　屋外広告物安全点検報告書（点検様式１－５）
⑹　重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表（点検様式１－６－１）
⑺　内訳書（参考様式１－６－２）

９　その他
1 　受注者は、点検前に、点検計画、点検経路及び点検日時について、京都市桃陽病院の担当者と調整すること。
2 　受注者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。
3 　受注者は、業務の一括再委託を行ってはならない。
4 　受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。
5 　本業務委託に関わる委託料は、業務完了後一括で支払う。
